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紀美野町第２回臨時会会議録 

令和２年５月７日（木曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 令和２年５月７日（木）午前９時３０分開議 

 第 １        会議録署名議員の指名について 

 第 ２        会期の決定について 

 第 ３ 議案第３９号 物品購入契約の締結について 

 第 ４        閉会中の継続調査の申し出について 

            （議会運営委員会） 

――――――――――――――――――― 

○会議に付した事件 

 日程第１から第４まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １２名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 桐 山 尚 己 君 

               ３番 藤 井 基 彰 君 

               ４番 上 柏 睆 亮 君 

               ５番 七良浴   光 君 

               ６番 田 代 哲 郎 君 

               ８番 北 道 勝 彦 君 

               ９番 向井中 洋 二 君 

              １０番 美 野 勝 男 君 

              １１番 美 濃 良 和 君 

              １２番 伊 都 堅 仁 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

               ２番 廣 瀨 隆 一 君 
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               ７番 西 口   優 君 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            総 務 課 長 細 峪 康 則 君 

            保健福祉課長 森 谷 善 彦 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な  し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 中 谷 昌 弘 君 

            次 長 井戸向 朋 紀 君 
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○議長（伊都堅仁君）    皆さん、おはようございます。 

  廣瀨議員及び西口議員から欠席届が出ていますので報告します。 

 開 会 

○議長（伊都堅仁君）    ただいまから令和２年第２回紀美野町議会臨時会を開会し

ます。 

（午前 ９時３０分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（伊都堅仁君）    これから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、５番、七良  

浴 光君、６番、田代哲郎君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第２、会期の決定について議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、上柏睆亮君。 

（議会運営委員長 上柏睆亮君 登壇） 

○議会運営委員長（上柏睆亮君）    皆さん、おはようございます。 

  本日、議会運営委員会を開催しましたので、その結果について御報告申し上げます。 

  会期は、本日１日限りと決定しました。 

  議事日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  以上で報告を終わります。 

（議会運営委員長 上柏睆亮君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    お諮りします。 

  本臨時会の会期は、ただいま報告のとおり、本日１日限りとしたいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本臨時会の会期は、本日１日限りと決定しました。 
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  本臨時会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

◎日程第３ 議案第３９号 物品購入契約の締結について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第３、議案第３９号、物品購入契約の締結について

（令和２年度町民配布用マスク購入事業）について議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、森谷君。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    おはようございます。それでは、議案書の１ペー

ジをお開きください。 

  議案第３９号、物品購入契約の締結について。 

  次のとおり物品購入契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

                   令和２年５月７日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  契約の目的は、令和２年度町民配布用マスク購入事業。 

  契約方法は、随意契約です。契約金額は、１,３７５万円。契約の相手先は、紀美野

町下佐々２８７番地１、株式会社エルモ、代表取締役 岡野収弘でございます。 

  新型コロナウイルス感染症対策のため、住民の皆様へマスクを１世帯当たり５０枚、

６人以上の世帯には１００枚を配付するためにマスクを購入するものでございます。 

  以上、御説明とさせていただきます。御審議の上、原案どおり御可決賜りますようよ

ろしくお願いします。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    これから質疑を行います。 

  １１番、美濃良和君。 

（１１番 美濃良和君 登壇） 

○１１番（美濃良和君）    おはようございます。 

  若干、お聞きいたします。この議案書を今日頂いたんで、状況がよく分からんのです

けれども、下佐々でエルモという会社だそうですけれども、事業内容他にはどういうふ

うなことを。マスクに関する会社が町内にないように思っていましたので、その辺のと

ころについて、どういう事業をされている会社なのか。 

  それから、これでいきますと１枚は幾らの金額になってくるのか。ほかにこのような、

うちとしての見積りとかとるような、そういうふうな事業所、会社がなかったのかどう
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か、そのことについてもお聞きしたいと思います。 

（１１番 美濃良和君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    それでは、美濃議員の御質疑にお答えします。 

  まず、この株式会社エルモについては、雑貨屋に当たるわけなんですけれども、この

業者を決めるに当たっては、競争入札参加資格審査申請のあった県内業者１０者に問い

合わせたところ、納入のめどが立っていないということで回答がありました。納入でき

る業者がなかったので、その次に入札の参加資格申請が未提出であったんですけれども、

以前、新型インフルエンザが流行した際にマスクの納入実績があったこの株式会社エル

モに問い合わせたところ、納入できるというところで、この業者に決定したものでござ

います。あと、マスクの購入単価については、１枚当たり５５円でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    １１番、美濃良和君。 

○１１番（美濃良和君）    雑貨ということで、この会社自体が作ってるんじゃなく

て、どこかからか商品を、要するに回してくるというんですか、そういうふうな形の会

社ということでよろしいんですね。 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    美濃議員の再質疑にお答えします。 

  美濃議員おっしゃられるとおり、卸をしてもらって、マスクをその会社で作っている

んではなくて、卸してもらっているという。マスクの卸をしていただいての納品となり

ます。 

○議長（伊都堅仁君）    ほかに質疑はありませんか。 

  １番、桐山尚己君。 

（１番 桐山尚己君 登壇） 

○１番（桐山尚己君）    何点かお伺いいたします。 

  このマスクの原産国はどこなのかということと、あと納期についてはどれぐらいかか

るのか。さらには、契約内容ですね。その契約内容の中の支払い条件、どういった支払

い条件になるのか。あと、品質保証について。海外の事例では、例えばスペインのよう
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に、多くのマスクを世界各国に提供している中国で粗悪品が出回っていて、それに対し

て、粗悪品が納入されたので返品をするというような事例が報告されておりますけれど

も、そういう可能性もあるということを前提に、品質保証についての契約内容はどうな

っているのか、このことについてお答えください。 

  以上です。 

（１番 桐山尚己君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 登壇） 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    それでは、桐山議員の御質疑にお答えします。 

  まず、このマスクの原産国はどこかというところですけれども、中国でございます。

納期については、できるだけ早くということでお願いをすることになるかと思うんです

けれども、在庫もあるということなので、もう早く納品できるとも考えております。 

  あと、支払いはどのようになっているかということで、請求が来てから１か月以内に

支払うということで、あと品質保証ですけれども、今回この１,３７５万円でマスクを

購入する予定以外に、一旦少し購入させてもらったんですけれども、その品質について

は一度確認させてもらって、十分品質がいいということを確かめさせてもらってますの

で、品質保証については安全なものと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

（保健福祉課長 森谷善彦君 降壇） 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    在庫があるということで、できるだけ早急にということで

すけれども、在庫があるのであれば、大体計算はできると思うんですね、どれぐらいで

納入が可能になるかということで、ざっくりとした目安で結構ですので、どれぐらいに

なりそうかということを教えてください。 

  あとは支払い条件、請求後１か月以内ということですけれども、請求がいつ来るかに

もよるわけですけれども、納入された後、しっかりと品質を確かめられるだけの時間的

な余裕はあるのかどうか、支払いまでにですね。その辺りについて。 

  あとは品質保証について、以前の納入された実績からして、以前のものに対しては問

題なかった。ただし、今回のものに対しては分からないわけですよね。その分からない

ものに対して契約内容によって、どうやって我々、我が身を守るのかということをお聞
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かせいただけますか。 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    桐山議員の再質疑にお答えします。 

  まず、マスクの納品ですが、どのくらいで入るのかという質問だったと思うんですけ

れども、これについてはこの議決後、業者に問合せてみて、すぐに入るということだっ

たら、もうすぐにでも持ってきてもらう予定にはなるかと思います。 

  支払いについては、請求が来てから３０日以内に支払うということになるんですが、

それまでに十分に品質を管理できるのかというところだとは思うんですけれども、それ

についてはもちろん通常の物品と同じように検査を行って、それで品質が確保されてい

るかというところを確認した上で、お金を支払うという手続に入りますので、その辺り

については十分チェックをして支払いたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（伊都堅仁君）    １番、桐山尚己君。 

○１番（桐山尚己君）    １点、答弁漏れがあるんですけれども、品質の保証に関し

て、もし問題があるものが見つかった場合、どういうふうに我々は自らを守れるような

条項になっているのか。その点について教えてください。問題が発生した場合、検品を

して問題ないというふうなことはあったとしても、後々に実は問題があったというふう

に判明することもあり得るわけですね。お金を支払っちゃいました、でも後で問題が発

生しました、どうなるのと。ちゃんと問題のあったものに関しては補償してもらって、

再度、しっかりとした製品を再度納入していただけるのか、その辺りについて教えてく

ださい。 

○議長（伊都堅仁君）    保健福祉課長、森谷君。 

○保健福祉課長（森谷善彦君）    この議会議決後、正式に契約を締結させてもらう

んですけれども、仮契約上は検査をして合格しない場合は、その期日までに物品を納品

すると、再度、取り替えて物を納品してもらうということが第一にあります。その後、

どうしても後々分かってきて、マスクの品質が保証されない場合どうなるかということ

については、最終的には裁判ということで処理になるかと思うんですけれども、まずは

その物品について検査をして、再度、入れ替えて納品してもらうということになります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（伊都堅仁君）    しばらく休憩します。 
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 休 憩 

（午前 ９時４８分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（伊都堅仁君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 ９時５２分） 

○議長（伊都堅仁君）    ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    これで質疑を終わります。 

  これから議案第３９号に対し討論を行います。 

  反対討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    これで討論を終わります。 

  これから議案第３９号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    異議なしと認めます。 

  したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

◎日程第４ 閉会中の継続調査の申し出について 

○議長（伊都堅仁君）    日程第４、閉会中の継続調査の申し出について議題としま

す。 

  議会運営委員会の委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付のと

おり閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 

  委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（伊都堅仁君）    異議なしと認めます。 

  したがって、委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定しました。 



－９－ 

 閉 会 

○議長（伊都堅仁君）    以上で本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和２年第２回紀美野町議会臨時会を閉会します。 

（午前 ９時５３分） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 令和２年５月７日 

                   

議  長  伊 都 堅 仁 

 

議  員  七 良 浴  光 

 

議  員  田 代 哲 郎 


